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２． 業務概要    下水道施設維持管理 一式 
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芽室町下水道施設維持管理委託 共通仕様書 

第1章 総則 

（目 的） 

第1条 本仕様書は、芽室町が所管する下水道施設の維持管理を円滑に実施するために

業務内容を定めるものである。 

（委託業務の履行） 

第2条 受託者は、下水道施設の機能を維持、管理するために契約書、仕様書、その他

関係書類（下水道維持管理指針及び下水道施設維持管理積算要領等）に基づき

業務を誠実に履行しなければならない。 

第3条 受託者は、委託者との協議に従って、業務に従事しなければならない。 

（業務の場所及び対象施設） 

第4条 本業務の場所は、次のとおりとする。 

１． 対象施設は以下のとおりとし、詳細については特記仕様書に掲げるもの

とする。 

第 1汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場及びﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 河西郡芽室町東 12 条 10 丁目 

第 2汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場         河西郡芽室町西 4条 9丁目 

上美生集落排水処理場         河西郡芽室町上美生 3線 30 

（法令の遵守） 

第5条 本業務の履行に当り受託者は、下水道法、浄化槽法、水質汚濁防止法、電気事

業法、労働安全衛生法等、関係法令に従わなければならない。 

（業務の内容） 

第6条 本業務の内容は次のとおりとし、詳細は特記仕様書に定める。 

１． 第 4条に掲げる下水道施設の保守点検業務、水質試験業務、その他維持管

理に関する業務。 

（業務の時間） 

第7条 本業務の時間は次のとおりとする。 

１． 保守点検、水質試験業務については、平日の日中とする。ただし、上美生

集落排水処理施設においては、1週間に 1回以上とする。また、原則とし

て土曜日、日曜日、祝祭日及び年末年始は休日とする。休日が連続する場

合においては、受託者と協議し、中間日に巡回管理等を実施しなければな

らない。 

２． 下水道施設監視ｼｽﾃﾑ等に発信される対象施設の異常又は故障情報を受信

した際は、夜間、休日問わず委託者と協議し、速やかに対応しなければな

らない。 

（業務の管理） 

第8条 受託者は、次の業務の管理を行うものとする。 



１． 受託者は、労働安全衛生法等の災害防止関係法令の定めるところにより、

有資格者を配置し労働災害の防止に努め、問題が発生した場合において

は、直ちに必要な措置を講じ、速やかに委託者へ報告しなければならない。

また、受託者は対象施設の構造及び性能等を理解し設備の保全に努める

ものとする。 

２． 受託者は、自然災害及び施設機能に重大な支障が生じた場合に備え、緊急

体制を整えるとともに、常に対処できるように準備しておかなければな

らない。なお、緊急及び非常事態の発生に対する体制等については、事前

に委託者と協議、調整し、連携を図ることができるようにしなければなら

ない。 

（業務の従業員） 

第9条 受託者は、委託業務に従事する業務従業員（以下「従業員」という。）を委託者

に通知しなければならない。 

第10条 受託者は、従業員の中に業務の履行上に必要とされる資格を有する者を置かな

ければならない。ただし、従業員の中に業務の履行又は管理に著しく不適当と

認められるものがいるときは、受託者に交代を求めることができ、その結果を

委託者に報告しなければならない。 

（業務処理責任者の選任） 

第11条 受託者は、下水道関連施設で 2年以上従事した経験を持ち、かつ、下水道技術

検定第 3種合格者もしくは、これと同等以上とみなされる資格及び浄化槽管理

士を有するものを業務総括責任者として選任し、委託者に通知しなければなら

ない。また、業務処理責任者の不在等の事態に備え、職務代行者として熟練し

た経験を有する副業務処理責任者を選任し、委託者へ通知しなければならない。 

（業務処理責任者の職務） 

第12条 業務総括責任者の職務は次のとおりとする。 

１． 契約書、仕様書、その他関係書類により、業務目的、内容等を十分理解し、

現場の最高責任者として常に従業員の指揮、監督を行うものとする。 

２． 従業員を教育し、技術の向上、事故の防止に努めるものする。 

３． 下水道施設監視ｼｽﾃﾑ等により発信される対象施設の異常又は故障情報を

受信し、対応に関する指揮、監督を行うものとする。 

（業務の計画） 

第13条 受託者は、速やかに業務計画を作成し委託者に提出しなければならない。また、

業務計画書には、業務実施方法、人員体制、業務履行体制、作業計画等の業務

上必要な事項を明記しなければならない。 

（提出書類） 

第14条 受託者は委託業務締結後、速やかに次の書類を提出しなければならない。 



１． 着手届 

２． 業務処理責任者・副業務処理責任者選任届（経歴書並びに資格証の写しを

添付） 

３． 従業員名簿及び有資格者名簿（資格証の写しを添付） 

４． 業務計画書 

５． その他委託者が要求した資料 

第15条 受託者は前項の書類に変更が生じた場合においては、速やかに「変更届」を提

出しなければならない。 

第16条 各月の業務が完了した時は、「業務執行状況報告書」を提出しなければならな

い。 

第17条 契約期間が満了した時は、速やかに「完了届」を提出しなければならない。 

（検査） 

第18条 受託者は、業務執行状況報告書、日報、月報、その他必要な書類により、委託

者が定めた検査員により契約期間の一部または業務完了の検査を受けなけれ

ばならない。 

（施設の使用及び管理） 

第19条 受託者は、対象施設を目的外に使用してはならない。また、次に掲げることを

厳守すること。 

１． 業務関係者以外の立ち入り禁止。 

２． 業務関係物品、資材以外の持ち込み禁止。 

３． 業務関係車両以外の乗り入れ禁止。 

４． 委託者の財産及び所有物の持ち出し禁止。 

５． 対象施設の整理・整頓。 

６． 対象施設の光熱水使用料の節約。 

第20条 業務の履行において、周辺住民との紛争等が生じないよう努めなければならな

い。 

第21条 業務における維持管理に関する外部からの照会、意見、要望、依頼、住民対応

については、委託者が行うものとする。 

（安全衛生管理） 

第22条 受託者は、従業員の安全衛生、労務管理等に関する一切の責任を負うものとし、

関係法令の遵守を徹底するとともに、危険が伴う作業においては安全に関する

教育及び訓練を行い事故防止に努めなければならない。 

（完成図書、工具等貸与品の取り扱い） 

第23条 委託者は、業務管理上必要な対象施設の完成図書及び専用特殊工具、部品類を

受託者に貸与する。 

第24条 受託者は、貸与品等を受領した際には受領書を提出するとともに、台帳及び物



品受払簿を作成し整理しておかなければならない。 

第25条 受託者は、貸与品等を故意又は過失により滅失又は破損した際は、その損害を

補償しなければならない。 

第26条 業務上必要な工具及び資材、事務用品等は貸与品を除いて受託者の負担とする。 

第2章 業務の要領 

（業務予定表） 

第1条 受託者は、毎月の作業予定表及び機器点検予定表を作成し、委託者へ提出しな

ければならない。点検の頻度及び項目については、（公社）日本下水道協会が発

行する最新の下水道施設維持管理積算要領－終末処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設編－を

準拠し、遺漏なく点検等実施すること。 

第2条 受託者は、委託者と協議して決定した作業予定表等に従い、誠実に業務を遂行

しなければならない。 

（異常時等の運転） 

第3条 集中豪雨、台風等による異常時は、流入水量、停電の有無等の状況を的確に把

握し、委託者に報告するとともに、運転方法に関する協議を行わなければなら

ない。 

第4条 機器更新、修繕等委託者が別途発注する業務に伴い、対象施設の直接運転操作

が必要となった場合は、委託者と協議し、受託者は直接運転操作や立会いの確

認を行わなければならない。 

（機器の点検と整備結果） 

第5条 受託者は、1 週間に 1 回以上の点検・整備結果を取り纏めて、業務日報、業務

月報を作成し遅滞なく提出しなければならない。 

第6条 点検の結果、異常又は故障を発見した際は、速やかにその状況を委託者へ報告

するとともに、その対応を協議し、支障の無いよう措置しなければならない。 

（簡易な修理及び補修） 

第7条 受託者は、点検整備により発見した不良箇所や故障のうち、即時修理可能な軽

微なものについては、委託者の承諾を得て修理及び補修しなければならない。

ただし、緊急を要する場合においては応急措置を実施した後、委託者へ修理及

び修繕内容の報告をするものとする。 

（火災の防止） 

第8条 受託者は、火元責任者を選任し、火気の始末を徹底するとともに、火災の防止

に努めなければならない。 

（盗難の防止等） 

第9条 受託者は、対象施設内の設備機器・備品工具等の盗難及び不法侵入者防止のた

め、施錠の管理等、十分注意しなければならない。 

（清掃、整理整頓） 



第10条 受託者は、対象施設建屋内の清掃のほか、不要な物品等を整理・整頓し、清潔

に努めなければならない。 

（従業員の服装） 

第11条 従業員の服装は、清潔で安全、かつ作業性に配慮したものとする。対象施設内

での作業の際は、ﾍﾙﾒｯﾄや受託者名を明記した記名章等を着用しなければなら

ない。 

（用語の定義） 

第12条 本仕様書及び特記仕様書に使用する用語のうち、その定義が明確でないものに

ついては、次に定めるものとする。 

１． 下水道施設維持管理積算要領－終末処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設編－（公益社団

法人 日本下水道協会発行 最新版） 

２． 下水道維持管理指針（公益社団法人 日本下水道協会発行 最新版） 

（疑義等） 

第13条 本仕様書及び特記仕様書に疑義が生じた場合は、両者協議の上、定めるものと

する。また、本仕様書及び特記仕様書に明記されていない事項についても、必

要がある場合には、両者協議の上、定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 1・第 2 汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場及びﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 特記仕様書 

第1章 総則 

（業務の場所及び対象施設） 

第1条 業務の場所、対象施設、施設の概要は次のとおりである。 

１． 場 所 第 1汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場及びﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 

〇河西郡芽室町東 12 条 10 丁目 

第 2汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

〇河西郡芽室町西 4条 9丁目 

２． 概 要 第 1汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

〇処理区分：芽室処理区分 

〇敷地面積：20.9a 

〇方  式：分流式 

〇計画水量：6.21m3/min 

〇主要施設：沈砂池 2 池 

水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 3 台 

ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所 

〇処理区分：芽室処理区分 

〇敷地面積：第 1汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場内 

〇方  式：第 1汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場への汚水送水 

〇主要施設：水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ 2 台 

第 2 汚水中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場 

〇処理区分：芽室処理区分 

〇敷地面積：11.2a 

〇方  式：分流式 

〇計画水量：2.73m3/min 

〇主要施設：沈砂池 2 池 

水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(高段) 3 台 

水中汚水ﾎﾟﾝﾌﾟ(低段) 2 台 

（業務の内容） 

第2条 仕様書第 1 章第 5 条に規定する業務の主な内容は以下のとおりとする。なお、

中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場及びﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所の機械及び電気設備の保守点検基準は、「下水道

施設維持管理積算要領-終末処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設編-（以下点検基準という）」

に準拠し、遺漏なく確実に遂行しなければならない。 

中継ﾎﾟﾝﾌﾟ場及びﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ所の保守業務 

１． 仕様書に基づく保守に係る業務計画書等の策定。 

２． 巡回等による保守点検等作業の実施。 



【保守点検作業内容】 

〇目視作業（機器の外観の目視作業） 

〇触感作業（機器に手を触れ判断する作業） 

〇確認作業（各機器の計器の指示値を読み判断する作業） 

〇測定作業（測定計器を使用して判断する作業） 

〇調整作業（ずれを補正するために行う作業） 

〇点検清掃作業（簡易な機器の点検清掃及び消耗品交換作業） 

〇記録作業（点検結果を所定の用紙に記録する作業） 

【巡回業務内容】 

〇対象施設の除塵、除砂、ｽｶﾑ等除去に関する作業 

〇放流水質改善への運転操作に関する作業 

〇故障警報等、機器及び設備の異常対応作業 

〇災害等異常時の対応に関する作業 

〇し渣、沈砂の運搬及び投棄作業 

〇臭気測定・分析作業 

【事務業務内容】 

〇委託者との業務打合せ、報告 

〇各種記録、報告書整理等 

（資材及び経費の負担区分） 

第3条 委託業務の履行に必要な資材及び経費等は、原則として受託者の負担とするが、

必要に応じて委託者と協議できるものとする。 

第4条 経費に含まれる内容のうち、直接経費に含まれる一般的なものは以下のとおり

とする。 

１． 潤滑油脂類（補充用のｵｲﾙ、ｸﾞﾘｰｽ等） 

２． 燃料費（車両用等） 

３． 塗装費（軽微な部分用塗料） 

４． 報告記録用紙費 

５． 備品（損料、ﾘｰｽ料）及び消耗品 

 

 

以 上 



上美生集落排水処理場 特記仕様書 

第1章 総則 

（業務の場所及び対象施設） 

第1条 業務の場所、対象施設、施設の概要は次のとおりである。 

１． 場 所 河西郡芽室町上美生 3線 30 

２． 概 要 上美生集落排水処理場 

〇浄化槽法に基づく設置届年月日：令和 3年 7月 29 日 

〇浄化槽名称：ﾌｼﾞｸﾘｰﾝ工業株式会社 PCⅠ-200B 型 

〇処理方式：担体流動・濾過方式 

〇BOD 除去率：90％以上 

〇放流 BOD 濃度：20mg/ℓ 

〇処理場敷地面積：1,434m2 

〇処理面積：15.3ha 

〇処理対象人員：200 人槽 

〇日平均汚水量：54.0m3 

〇放流先水域・環境基準：美生川 美生川 AA-イ 

（業務の内容） 

第2条 仕様書第 1 章第 5 条に規定する業務の主な内容は以下のとおりとする。なお、

上美生集落排水処理場の機械及び電気設備の保守点検基準は、「下水道施設維

持管理積算要領-終末処理場・ﾎﾟﾝﾌﾟ場施設編-（以下点検基準という）」に準拠

し、遺漏なく確実に遂行しなければならない。 

上美生集落排水処理施設の保守業務 

１． 仕様書に基づく保守に係る業務計画書等の策定。 

２． 巡回等による保守点検等作業の実施。 

【保守点検作業内容】 

〇目視作業（機器の外観の目視作業） 

〇触感作業（機器に手を触れ判断する作業） 

〇確認作業（各機器の計器の指示値を読み判断する作業） 

〇測定作業（測定計器を使用して判断する作業） 

〇調整作業（ずれを補正するために行う作業） 

〇点検清掃作業（簡易な機器の点検清掃及び消耗品交換作業） 

〇記録作業（点検結果を所定の用紙に記録する作業） 

【巡回業務内容】 

〇対象施設の除塵、除砂、ｽｶﾑ等除去に関する作業 

〇放流水質改善への運転操作に関する作業 

〇故障警報等、機器及び設備の異常対応作業 



〇災害等異常時の対応に関する作業 

〇汚泥引抜き立会い作業 

〇水質試験作業 

  流入水：水温、PH、透視度 

  放流水：水温、PH、透視度、残留塩素 

【事務業務内容】 

〇委託者との業務打合せ、報告 

〇各種記録、報告書整理等 

（資材及び経費の負担区分） 

第3条 委託業務の履行に必要な資材及び経費等は、原則として受託者の負担とするが、

必要に応じて委託者と協議できるものとする。 

第4条 経費に含まれる内容のうち、直接経費に含まれる一般的なものは以下のとおり

とする。 

１． 潤滑油脂類（補充用のｵｲﾙ、ｸﾞﾘｰｽ等） 

２． 燃料費（車両用等） 

３． 塗装費（軽微な部分用塗料） 

４． 報告記録用紙費 

５． 備品（損料、ﾘｰｽ料）及び消耗品 

 

 

以 上 



Google Maps（許諾番号 Z15DL第1243号）、地理院地図（承認番号 平27情複、第93号）

第三者へ配布する場合、必ず上記の各番号を併記してください。また、外部公表資料として利用する場合、別途申請が必要となります。

中心座標値(42.91826, 143.05123)

芽室町　水道課

業務位置図

第２汚水中継ポンプ場

第１汚水中継ポンプ場



Google Maps（許諾番号 Z15DL第1243号）、地理院地図（承認番号 平27情複、第93号）

第三者へ配布する場合、必ず上記の各番号を併記してください。また、外部公表資料として利用する場合、別途申請が必要となります。

中心座標値(42.80576, 142.96039)

芽室町　水道課

業務位置図

上美生集落排水処理場









令和7年度　芽室町下水道施設維持管理委託 （円）

種　　別 細　　別 備　　考

直接業務費 保守点検業務費

運転操作監視業務費

水質試験業務費

事務業務費

その他の業務費

その他の技術業務費

直接業務費計

直接経費

技術経費

間接業務費

業務原価

諸経費

業務価格

業務価格（再計）

消費税相当額

計
(合計額)

公共下水道 集落排水



巡回-内訳表 (金抜き)

業　務　委　託　費　内　訳　書

費　目 工　種 種　別 細　別 単位 数量 単価 金　　額 摘　　要

業務委託費

中継ポンプ場

直接業務費

保守点検業務費 式 1 第１号代価表

運転操作監視業務費 式 1 第２号代価表

その他の業務費 式 1 第３号代価表

その他の技術業務費 式 1 第４号代価表

直接業務費計

直接経費 式 1 第５号代価表

技術経費 式 1 保守点検業務費の　％

間接業務費 式 1 直接業務費の　％

業務原価

諸経費 式 1 業務原価の　％

業務価格

消費税等相当額 式 1 消費税等の税率＝10％

適用対象外費用 式 1 第８号代価表

業務委託費計



巡回-代価表（１）(金抜き)

第１号代価表 保　守　点　検　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人 11.9

副　総　括 人 36.1

主　　任 人 72.3

技  術  員 人 72.3

技　能　員 人 48.2

計

第２号代価表 運　転　操　作　監　視　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

第３号代価表 そ　の　他　の　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人 2.0

副　総　括 人 2.0

主　　任 人 6.0

技  術  員 人 6.0

技　能　員 人 10.0

そ　の　他 人 14.0

計



巡回-代価表(2)（金抜き）

第４号代価表 その他の技術業務費（見積り）

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

計

改め

第５号代価表 直　接　経　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

率計上費 式 1 直接業務費の ％

車両損料 回 241

し渣搬出 回 9 第１・第2

沈砂搬出 回 9 第１・第2

緊急出動 回 5

臭気分析 回 1

計

第６号代価表 適　用　対　象　外　費　用

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

計

改め



内訳表 (金抜き)

業　務　委　託　費　内　訳　書

費　目 工　種 種　別 細　別 単位 数量 単価 金　　額 摘　　要

業務委託費

終末処理場

直接業務費

保守点検業務費 式 1 第１号代価表

運転操作監視業務費 式 1 第２号代価表

水質試験業務費 式 1 第３号代価表

事務業務費 式 1 第４号代価表

その他の業務費 式 1 第５号代価表

その他の技術業務費 式 1 第６号代価表

直接業務費計

直接経費 式 1 第７号代価表

技術経費 式 1
(保守+運転+水質+その他の
技術)　業務費の　％

間接業務費 式 1 直接業務費の　％

業務原価

諸経費 式 1 業務原価の　％

業務価格

消費税等相当額 式 1 消費税等の税率＝10％

適用対象外費用 式 1 第８号代価表

業務委託費計



代価表(1)金抜き

第１号代価表 保　守　点　検　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人 7

副　総　括 人 3

主　　任 人 7

技  術  員 人 11

技　能　員 人 5

そ　の　他 人 1

計

第２号代価表 運　転　操　作　監　視　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 中央監視室勤務 人

同　上 汚泥処理棟勤務 人

副　総　括 中央監視室勤務 人

同　上 汚泥処理棟勤務 人

主　　任 中央監視室勤務 人

同　上 汚泥処理棟勤務 人

技  術  員 中央監視室勤務 人

同　上 汚泥処理棟勤務 人

技　能　員 中央監視室勤務 人

同　上 汚泥処理棟勤務 人

そ　の　他 中央監視室勤務 人

同　上 汚泥処理棟勤務 人

計



代価表(2)金抜き

第３号代価表 水　質　試　験　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人

副　総　括 人

主　　　任 日常試験 人 1

技　術　員 人 1

技　能　員 人

そ　の　他 人

業務総括責任者 人

副　総　括 人

主　　　任 通日試験 人

技　術　員 人

技　能　員 人

そ　の　他 人

計

第４号代価表 事　務　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人 1

副　総　括 人

主　　任 人 1

技　術　員 人

技　能　員 人

そ　の　他 人

計



代価表(3)金抜き

第５号代価表 そ　の　他　の　業　務　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人

副　総　括 人

主　　　任 人

技　術　員 人

技　能　員 人

そ　の　他 人 1

計

第６号代価表 その他の技術業務費（見積り）

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

業務総括責任者 人

副総括 人

主任 人

技術員 人

技能員 人

計

改め

第７号代価表 直　接　経　費

種　目 形状・寸法 単位 数量 単　価 金　額 摘　　要

率計上費 式 直接業務費の　％

緊急出動 回 2

車両損料 日 52

計


